
 

研 修 名 
専門課程 土地利用計画〔都市の将来像の描き方と実現手法〕【集合】 

（昭和62年度～令和元年度まで「土地利用計画」） 

 
目 的・ 
重点事項 

土地利用計画制度に関する基本知識、幅広い意識とビジョンの涵養及び最新の専門知
識の修得を図ることを目的とする。 
  以下の点を重点項目とする。 
① 土地利用計画制度に関する法制度や運用の現状・課題等についての基礎知識の 
修得 

 ② コンパクトシティ、スマートシティ等、都市計画を巡る課題や解決策等につい
て、具体都市の事例紹介等を交えた専門知識、知見の修得 

③ 課題研究による土地利用に関する課題抽出、問題解決能力の向上 
 

 
対象者 

国土交通省、他府省、都道府県、政令指定都市、特別区、市町村又は独立行政法人等
の職員で、次のいずれかに該当する土地利用基本計画制度に関する基本知識等を修得す
る必要のある者 
① 地方整備局の係長又はこれと同等の職にある者 
② ①の者と同程度の能力を有すると認められる者 

 
定員(人) 

国土交通省 他府省 地方公共団体 独立行政法人等 団体 計 

１５ １ ４０ ４  ６０ 

研修期間 
６０．５時間 
１２日間 

令和５年 ９月２５日（月）～ 
令和５年１０月 ６日（金） 

 
 
カリキュラ
ム内容 
(予定時間) 

１．講義（３８．０） 
土地利用計画制度、建築基準法（集団規定）、開発許可制度、都市緑地制度、立地
適正化計画制度の概要、都市計画の理念、コンパクトシティ、人口減少時代の都市
計画・まちづくり、まちづくり条例による都市周辺部の計画と管理、開発許可条例
による市街化調整区域での規制と誘導、景観とまちづくり、緑・農を活かしたまち
づくり、スマートシティの推進とデータ利活用まちづくり、農地行政、欧州の都市
政策・都市計画の潮流、官民連携まちづくり、事例紹介 等 

 
２．課題研究（２０．０） 
    
３．その他（２．５）  入校式、修了式、オリエンテーション、ガイダンス 
 
 

計 ６０．５ 
 

前年度からの 
主な変更点 

・実施手法変更（ハイブリッド→集合） 

担  当  計画管理部 都市計画科（TEL:０４２－３２１－６９４７） 

備  考  テキスト代（予定）３５，０００円 
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